
外
国
法
共
同
事
業
の
表
示
に
関
す
る
規
則

（
平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
八
日
規
則
第
百
六
十
七
号
）

改
正

令
和

三
年

六
月
一
八
日

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
）

第
二
章

事
務
所
を
共
に
せ
ず
営
む
外
国
法
共
同
事
業
（
第
二
条
―
第
五
条
の
三
）

第
三
章

事
務
所
を
共
に
し
て
営
む
外
国
法
共
同
事
業
（
第
六
条
―
第
十
一
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
外
国
法
事
務
弁
護
士
又
は
外
国
法
事
務
弁
護
士
法
人
と
弁
護
士
、
弁
護
士
法
人
又
は
弁
護
士
・
外
国
法
事
務
弁

護
士
共
同
法
人
（
以
下
「
共
同
法
人
」
と
い
う
。
）
と
が
外
国
法
共
同
事
業
を
営
む
場
合
に
お
け
る
事
務
所
の
名
称
の
表
示
に
関
し
必
要

な
事
項
を
定
め
、
外
国
弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
六
十
六
号
。
以
下
「
外
国
弁

護
士
法
律
事
務
取
扱
法
」
と
い
う
。
）
及
び
弁
護
士
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
五
号
）
そ
の
他
の
法
令
を
遵
守
し
、
依
頼
者
に
誤

解
を
与
え
る
な
ど
品
位
を
損
な
う
事
態
の
発
生
を
防
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
二
章

事
務
所
を
共
に
せ
ず
営
む
外
国
法
共
同
事
業

（
弁
護
士
と
外
国
法
事
務
弁
護
士
と
の
外
国
法
共
同
事
業
）

第
二
条

事
務
所
を
共
に
せ
ず
弁
護
士
と
外
国
法
共
同
事
業
を
営
む
外
国
法
事
務
弁
護
士
は
、
事
務
所
の
名
称
を
表
示
す
る
と
き
は
、
そ

の
事
務
所
の
名
称
に
付
加
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
別
記
様
式
第
一
号
に
準
じ
て
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。



一

「
外
国
法
共
同
事
業
」
そ
の
他
外
国
法
共
同
事
業
を
営
む
旨

二

当
該
外
国
法
共
同
事
業
に
係
る
弁
護
士
の
事
務
所
の
名
称

２

前
項
の
外
国
法
事
務
弁
護
士
は
、
前
項
第
二
号
の
表
示
に
付
加
し
て
、
当
該
外
国
法
共
同
事
業
に
係
る
弁
護
士
の
事
務
所
の
所
在
地

を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

事
務
所
を
共
に
せ
ず
外
国
法
事
務
弁
護
士
と
外
国
法
共
同
事
業
を
営
む
弁
護
士
は
、
事
務
所
の
名
称
を
表
示
す
る
と
き
は
、
そ
の
事

務
所
の
名
称
に
付
加
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
別
記
様
式
第
二
号
に
準
じ
て
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

「
外
国
法
共
同
事
業
」
そ
の
他
外
国
法
共
同
事
業
を
営
む
旨

二

当
該
外
国
法
共
同
事
業
に
係
る
外
国
法
事
務
弁
護
士
の
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

（
弁
護
士
と
外
国
法
事
務
弁
護
士
法
人
と
の
外
国
法
共
同
事
業
）

第
三
条

事
務
所
を
共
に
せ
ず
弁
護
士
と
外
国
法
共
同
事
業
を
営
む
外
国
法
事
務
弁
護
士
法
人
は
、
事
務
所
の
名
称
を
表
示
す
る
と
き
は
、

当
該
外
国
法
共
同
事
業
に
係
る
事
務
所
の
名
称
に
付
加
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
別
記
様
式
第
三
号
に
準
じ
て
表
示
す
る
も
の
と
す

る
。

一

「
外
国
法
共
同
事
業
」
そ
の
他
外
国
法
共
同
事
業
を
営
む
旨

二

当
該
外
国
法
共
同
事
業
に
係
る
弁
護
士
の
事
務
所
の
名
称

２

前
項
の
外
国
法
事
務
弁
護
士
法
人
は
、
前
項
第
二
号
の
表
示
に
付
加
し
て
、
当
該
外
国
法
共
同
事
業
に
係
る
弁
護
士
の
事
務
所
の
所

在
地
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

事
務
所
を
共
に
せ
ず
外
国
法
事
務
弁
護
士
法
人
と
外
国
法
共
同
事
業
を
営
む
弁
護
士
は
、
事
務
所
の
名
称
を
表
示
す
る
と
き
は
、
そ

の
事
務
所
の
名
称
に
付
加
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
別
記
様
式
第
四
号
に
準
じ
て
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

「
外
国
法
共
同
事
業
」
そ
の
他
外
国
法
共
同
事
業
を
営
む
旨

二

当
該
外
国
法
共
同
事
業
に
係
る
外
国
法
事
務
弁
護
士
法
人
の
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

（
弁
護
士
法
人
と
外
国
法
事
務
弁
護
士
と
の
外
国
法
共
同
事
業
）

第
四
条

事
務
所
を
共
に
せ
ず
弁
護
士
法
人
と
外
国
法
共
同
事
業
を
営
む
外
国
法
事
務
弁
護
士
は
、
事
務
所
の
名
称
を
表
示
す
る
と
き
は
、

そ
の
事
務
所
の
名
称
に
付
加
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
別
記
様
式
第
五
号
に
準
じ
て
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

一

「
外
国
法
共
同
事
業
」
そ
の
他
外
国
法
共
同
事
業
を
営
む
旨

二

当
該
外
国
法
共
同
事
業
に
係
る
弁
護
士
法
人
の
事
務
所
の
名
称



２

前
項
の
外
国
法
事
務
弁
護
士
は
、
前
項
第
二
号
の
表
示
に
付
加
し
て
、
当
該
外
国
法
共
同
事
業
に
係
る
弁
護
士
法
人
の
事
務
所
の
所

在
地
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

事
務
所
を
共
に
せ
ず
外
国
法
事
務
弁
護
士
と
外
国
法
共
同
事
業
を
営
む
弁
護
士
法
人
は
、
事
務
所
の
名
称
を
表
示
す
る
と
き
は
、
当

該
外
国
法
共
同
事
業
に
係
る
事
務
所
の
名
称
に
付
加
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
別
記
様
式
第
六
号
に
準
じ
て
表
示
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

一

「
外
国
法
共
同
事
業
」
そ
の
他
外
国
法
共
同
事
業
を
営
む
旨

二

当
該
外
国
法
共
同
事
業
に
係
る
外
国
法
事
務
弁
護
士
の
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

（
弁
護
士
法
人
と
外
国
法
事
務
弁
護
士
法
人
と
の
外
国
法
共
同
事
業
）

第
五
条

事
務
所
を
共
に
せ
ず
弁
護
士
法
人
と
外
国
法
共
同
事
業
を
営
む
外
国
法
事
務
弁
護
士
法
人
は
、
事
務
所
の
名
称
を
表
示
す
る
と

き
は
、
当
該
外
国
法
共
同
事
業
に
係
る
事
務
所
の
名
称
に
付
加
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
別
記
様
式
第
七
号
に
準
じ
て
表
示
す
る
も

の
と
す
る
。

一

「
外
国
法
共
同
事
業
」
そ
の
他
外
国
法
共
同
事
業
を
営
む
旨

二

当
該
外
国
法
共
同
事
業
に
係
る
弁
護
士
法
人
の
事
務
所
の
名
称

２

前
項
の
外
国
法
事
務
弁
護
士
法
人
は
、
前
項
第
二
号
の
表
示
に
付
加
し
て
、
当
該
外
国
法
共
同
事
業
に
係
る
弁
護
士
法
人
の
事
務
所

の
所
在
地
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

事
務
所
を
共
に
せ
ず
外
国
法
事
務
弁
護
士
法
人
と
外
国
法
共
同
事
業
を
営
む
弁
護
士
法
人
は
、
事
務
所
の
名
称
を
表
示
す
る
と
き
は
、

当
該
外
国
法
共
同
事
業
に
係
る
事
務
所
の
名
称
に
付
加
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
別
記
様
式
第
八
号
に
準
じ
て
表
示
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

一

「
外
国
法
共
同
事
業
」
そ
の
他
外
国
法
共
同
事
業
を
営
む
旨

二

当
該
外
国
法
共
同
事
業
に
係
る
外
国
法
事
務
弁
護
士
法
人
の
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

（
共
同
法
人
と
外
国
法
事
務
弁
護
士
と
の
外
国
法
共
同
事
業
）

第
五
条
の
二

事
務
所
を
共
に
せ
ず
共
同
法
人
と
外
国
法
共
同
事
業
を
営
む
外
国
法
事
務
弁
護
士
は
、
事
務
所
の
名
称
を
表
示
す
る
と
き

は
、
そ
の
事
務
所
の
名
称
に
付
加
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
別
記
様
式
第
八
号
の
二
に
準
じ
て
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

一

「
外
国
法
共
同
事
業
」
そ
の
他
外
国
法
共
同
事
業
を
営
む
旨

二

当
該
外
国
法
共
同
事
業
に
係
る
共
同
法
人
の
事
務
所
の
名
称



２

前
項
の
外
国
法
事
務
弁
護
士
は
、
前
項
第
二
号
の
表
示
に
付
加
し
て
、
当
該
外
国
法
共
同
事
業
に
係
る
共
同
法
人
の
事
務
所
の
所
在

地
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

事
務
所
を
共
に
せ
ず
外
国
法
事
務
弁
護
士
と
外
国
法
共
同
事
業
を
営
む
共
同
法
人
は
、
事
務
所
の
名
称
を
表
示
す
る
と
き
は
、
当
該

外
国
法
共
同
事
業
に
係
る
事
務
所
の
名
称
に
付
加
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
別
記
様
式
第
八
号
の
三
に
準
じ
て
表
示
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

一

「
外
国
法
共
同
事
業
」
そ
の
他
外
国
法
共
同
事
業
を
営
む
旨

二

当
該
外
国
法
共
同
事
業
に
係
る
外
国
法
事
務
弁
護
士
の
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

（
共
同
法
人
と
外
国
法
事
務
弁
護
士
法
人
と
の
外
国
法
共
同
事
業
）

第
五
条
の
三

事
務
所
を
共
に
せ
ず
共
同
法
人
と
外
国
法
共
同
事
業
を
営
む
外
国
法
事
務
弁
護
士
法
人
は
、
事
務
所
の
名
称
を
表
示
す
る

と
き
は
、
当
該
外
国
法
共
同
事
業
に
係
る
事
務
所
の
名
称
に
付
加
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
別
記
様
式
第
八
号
の
四
に
準
じ
て
表
示

す
る
も
の
と
す
る
。

一

「
外
国
法
共
同
事
業
」
そ
の
他
外
国
法
共
同
事
業
を
営
む
旨

二

当
該
外
国
法
共
同
事
業
に
係
る
共
同
法
人
の
事
務
所
の
名
称

２

前
項
の
外
国
法
事
務
弁
護
士
法
人
は
、
前
項
第
二
号
の
表
示
に
付
加
し
て
、
当
該
外
国
法
共
同
事
業
に
係
る
共
同
法
人
の
事
務
所
の

所
在
地
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

事
務
所
を
共
に
せ
ず
外
国
法
事
務
弁
護
士
法
人
と
外
国
法
共
同
事
業
を
営
む
共
同
法
人
は
、
事
務
所
の
名
称
を
表
示
す
る
と
き
は
、

当
該
外
国
法
共
同
事
業
に
係
る
事
務
所
の
名
称
に
付
加
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
別
記
様
式
第
八
号
の
五
に
準
じ
て
表
示
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

一

「
外
国
法
共
同
事
業
」
そ
の
他
外
国
法
共
同
事
業
を
営
む
旨

二

当
該
外
国
法
共
同
事
業
に
係
る
外
国
法
事
務
弁
護
士
法
人
の
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

第
三
章

事
務
所
を
共
に
し
て
営
む
外
国
法
共
同
事
業

（
弁
護
士
と
外
国
法
事
務
弁
護
士
と
の
外
国
法
共
同
事
業
）

第
六
条

事
務
所
を
共
に
し
て
外
国
法
共
同
事
業
を
営
む
弁
護
士
及
び
外
国
法
事
務
弁
護
士
は
、
事
務
所
の
名
称
を
表
示
す
る
と
き
は
、



そ
れ
ぞ
れ
の
事
務
所
の
名
称
を
列
記
し
、「
外
国
法
共
同
事
業
」
そ
の
他
外
国
法
共
同
事
業
を
営
む
旨
を
付
加
し
て
、
別
記
様
式
第
九
号

に
準
じ
て
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
外
国
法
事
務
弁
護
士
は
、
当
該
外
国
法
共
同
事
業
に
お
い
て
行
う
法
律
事
務
の
範
囲
に
制
限
を
設
け
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ

て
、
当
該
外
国
法
共
同
事
業
に
係
る
弁
護
士
の
事
務
所
の
名
称
中
に
「
外
国
法
共
同
事
業
」
の
文
字
が
あ
る
と
き
は
、
前
項
に
規
定
す

る
表
示
の
ほ
か
、
そ
の
弁
護
士
の
事
務
所
の
名
称
を
自
己
の
事
務
所
の
名
称
と
し
て
別
記
様
式
第
十
号
に
準
じ
て
表
示
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

３

第
一
項
の
弁
護
士
が
外
国
法
共
同
事
業
に
係
る
法
律
事
務
を
行
う
こ
と
な
く
法
律
事
務
を
行
う
場
合
に
お
い
て
事
務
所
の
名
称
を
表

示
す
る
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

４

第
一
項
の
弁
護
士
は
、
当
該
外
国
法
共
同
事
業
に
お
い
て
行
う
法
律
事
務
の
範
囲
に
制
限
を
設
け
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
事
務

所
の
名
称
中
に
「
外
国
法
共
同
事
業
」
の
文
字
が
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
表
示
の
ほ
か
、
自
己
の
事
務
所
の
名
称
の
み
を

別
記
様
式
第
十
号
に
準
じ
て
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
弁
護
士
と
外
国
法
事
務
弁
護
士
法
人
と
の
外
国
法
共
同
事
業
）

第
七
条

事
務
所
を
共
に
し
て
外
国
法
共
同
事
業
を
営
む
弁
護
士
及
び
外
国
法
事
務
弁
護
士
法
人
は
、
事
務
所
の
名
称
を
表
示
す
る
と
き

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
務
所
の
名
称
を
列
記
し
、「
外
国
法
共
同
事
業
」
そ
の
他
外
国
法
共
同
事
業
を
営
む
旨
を
付
加
し
て
、
別
記
様
式
第

十
一
号
に
準
じ
て
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

２

主
た
る
事
務
所
を
共
に
し
て
弁
護
士
と
外
国
法
共
同
事
業
を
営
む
外
国
法
事
務
弁
護
士
法
人
は
、
当
該
外
国
法
共
同
事
業
に
お
い
て

行
う
法
律
事
務
の
範
囲
に
制
限
を
設
け
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
外
国
法
共
同
事
業
に
係
る
弁
護
士
の
事
務
所
の
名
称
中
に

「
外
国
法
共
同
事
業
」
の
文
字
が
あ
る
と
き
は
、
前
項
に
規
定
す
る
表
示
の
ほ
か
、
そ
の
弁
護
士
の
事
務
所
の
名
称
を
自
己
の
主
た
る

事
務
所
の
名
称
と
し
て
別
記
様
式
第
十
号
に
準
じ
て
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
の
弁
護
士
が
外
国
法
共
同
事
業
に
係
る
法
律
事
務
を
行
う
こ
と
な
く
法
律
事
務
を
行
う
場
合
に
お
い
て
事
務
所
の
名
称
を
表

示
す
る
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

４

外
国
法
事
務
弁
護
士
法
人
の
主
た
る
事
務
所
と
事
務
所
を
共
に
し
て
外
国
法
共
同
事
業
を
営
む
弁
護
士
は
、
当
該
外
国
法
共
同
事
業

に
お
い
て
行
う
法
律
事
務
の
範
囲
に
制
限
を
設
け
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
事
務
所
の
名
称
中
に
「
外
国
法
共
同
事
業
」
の
文
字
が

あ
る
と
き
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
表
示
の
ほ
か
、
自
己
の
事
務
所
の
名
称
の
み
を
別
記
様
式
第
十
号
に
準
じ
て
表
示
す
る
こ
と
が
で

き
る
。



（
弁
護
士
法
人
と
外
国
法
事
務
弁
護
士
と
の
外
国
法
共
同
事
業
）

第
八
条

事
務
所
を
共
に
し
て
外
国
法
共
同
事
業
を
営
む
弁
護
士
法
人
及
び
外
国
法
事
務
弁
護
士
は
、
事
務
所
の
名
称
を
表
示
す
る
と
き

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
務
所
の
名
称
を
列
記
し
、「
外
国
法
共
同
事
業
」
そ
の
他
外
国
法
共
同
事
業
を
営
む
旨
を
付
加
し
て
、
別
記
様
式
第

十
二
号
に
準
じ
て
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
外
国
法
事
務
弁
護
士
は
、
当
該
外
国
法
共
同
事
業
に
お
い
て
行
う
法
律
事
務
の
範
囲
に
制
限
を
設
け
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ

て
、
当
該
外
国
法
共
同
事
業
に
係
る
弁
護
士
法
人
の
主
た
る
事
務
所
の
名
称
中
に
「
外
国
法
共
同
事
業
」
の
文
字
が
あ
る
と
き
は
、
前

項
に
規
定
す
る
表
示
の
ほ
か
、
そ
の
弁
護
士
法
人
の
主
た
る
事
務
所
の
名
称
を
自
己
の
事
務
所
の
名
称
と
し
て
別
記
様
式
第
十
三
号
に

準
じ
て
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
の
弁
護
士
法
人
が
外
国
法
共
同
事
業
に
係
る
法
律
事
務
を
行
う
こ
と
な
く
法
律
事
務
を
行
う
場
合
に
お
い
て
事
務
所
の
名
称

を
表
示
す
る
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

４

主
た
る
事
務
所
を
共
に
し
て
外
国
法
事
務
弁
護
士
と
外
国
法
共
同
事
業
を
営
む
弁
護
士
法
人
は
、
当
該
外
国
法
共
同
事
業
に
お
い
て

行
う
法
律
事
務
の
範
囲
に
制
限
を
設
け
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
主
た
る
事
務
所
の
名
称
中
に
「
外
国
法
共
同
事
業
」
の
文
字
が
あ

る
と
き
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
表
示
の
ほ
か
、
主
た
る
事
務
所
の
名
称
の
み
を
そ
の
名
称
と
し
て
別
記
様
式
第
十
三
号
に
準
じ
て
表

示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
弁
護
士
法
人
と
外
国
法
事
務
弁
護
士
法
人
と
の
外
国
法
共
同
事
業
）

第
九
条

事
務
所
を
共
に
し
て
外
国
法
共
同
事
業
を
営
む
弁
護
士
法
人
及
び
外
国
法
事
務
弁
護
士
法
人
は
、
事
務
所
の
名
称
を
表
示
す
る

と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
務
所
の
名
称
を
列
記
し
、「
外
国
法
共
同
事
業
」
そ
の
他
外
国
法
共
同
事
業
を
営
む
旨
を
付
加
し
て
、
別
記
様

式
第
十
四
号
に
準
じ
て
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

２

主
た
る
事
務
所
を
共
に
し
て
弁
護
士
法
人
と
外
国
法
共
同
事
業
を
営
む
外
国
法
事
務
弁
護
士
法
人
は
、
当
該
外
国
法
共
同
事
業
に
お

い
て
行
う
法
律
事
務
の
範
囲
に
制
限
を
設
け
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
外
国
法
共
同
事
業
に
係
る
弁
護
士
法
人
の
主
た
る
事
務

所
の
名
称
中
に
「
外
国
法
共
同
事
業
」
の
文
字
が
あ
る
と
き
は
、
前
項
に
規
定
す
る
表
示
の
ほ
か
、
そ
の
弁
護
士
法
人
の
主
た
る
事
務

所
の
名
称
を
自
己
の
主
た
る
事
務
所
の
名
称
と
し
て
別
記
様
式
第
十
三
号
に
準
じ
て
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
の
弁
護
士
法
人
が
外
国
法
共
同
事
業
に
係
る
法
律
事
務
を
行
う
こ
と
な
く
法
律
事
務
を
行
う
場
合
に
お
い
て
事
務
所
の
名
称

を
表
示
す
る
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

４

主
た
る
事
務
所
を
共
に
し
て
外
国
法
事
務
弁
護
士
法
人
と
外
国
法
共
同
事
業
を
営
む
弁
護
士
法
人
は
、
当
該
外
国
法
共
同
事
業
に
お



い
て
行
う
法
律
事
務
の
範
囲
に
制
限
を
設
け
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
主
た
る
事
務
所
の
名
称
中
に
「
外
国
法
共
同
事
業
」
の
文
字

が
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
表
示
の
ほ
か
、
主
た
る
事
務
所
の
名
称
の
み
を
そ
の
名
称
と
し
て
別
記
様
式
第
十
三
号
に
準
じ

て
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
共
同
法
人
と
外
国
法
事
務
弁
護
士
と
の
外
国
法
共
同
事
業
）

第
十
条

事
務
所
を
共
に
し
て
外
国
法
共
同
事
業
を
営
む
共
同
法
人
及
び
外
国
法
事
務
弁
護
士
は
、
事
務
所
の
名
称
を
表
示
す
る
と
き
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
事
務
所
の
名
称
を
列
記
し
、「
外
国
法
共
同
事
業
」
そ
の
他
外
国
法
共
同
事
業
を
営
む
旨
を
付
加
し
て
、
別
記
様
式
第
十
五

号
に
準
じ
て
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
共
同
法
人
が
外
国
法
共
同
事
業
に
係
る
法
律
事
務
を
行
う
こ
と
な
く
法
律
事
務
を
行
う
場
合
に
お
い
て
事
務
所
の
名
称
を
表

示
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
共
同
法
人
と
外
国
法
事
務
弁
護
士
法
人
と
の
外
国
法
共
同
事
業
）

第
十
一
条

事
務
所
を
共
に
し
て
外
国
法
共
同
事
業
を
営
む
共
同
法
人
及
び
外
国
法
事
務
弁
護
士
法
人
は
、
事
務
所
の
名
称
を
表
示
す
る

と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
務
所
の
名
称
を
列
記
し
、「
外
国
法
共
同
事
業
」
そ
の
他
外
国
法
共
同
事
業
を
営
む
旨
を
付
加
し
て
、
別
記
様

式
第
十
六
号
に
準
じ
て
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
共
同
法
人
が
外
国
法
共
同
事
業
に
係
る
法
律
事
務
を
行
う
こ
と
な
く
法
律
事
務
を
行
う
場
合
に
お
い
て
事
務
所
の
名
称
を
表

示
す
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
外
国
弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
二

十
九
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
二
七
年
政
令
第
四
一
四
号
で
平
成
二
八
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
）

附

則
（
令
和
三
年
六
月
一
八
日
規
則
第
二
〇
〇
号

弁
護
士
・
外
国
法
事
務
弁
護
士
共
同
法
人
制
度
創
設
に
係
る
外
国
弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
特
別

措
置
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
規
則
の
整
備
に
関
す
る
規
則

目
次
、
第
一
条
、
第
五
条
の
二
、
第
五
条
の
三
、
第
一
〇

条
、
第
一
一
条
、
様
式
第
八
号
の
二
、
様
式
第
八
号
の
三
、
様
式
第
八
号
の
四
、
様
式
第
八
号
の
五
、
様
式
第
一
五
号
、

様
式
第
一
六
号
改
正
）



こ
の
規
則
は
、
外
国
弁
護
士
に
よ
る
法
律
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
三
十

三
号
）
第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
令
和
四
年
政
令
第
四
一
号
で
令
和
四
年
一
一
月
一
日
か
ら
施
行
）



別記様式第１号（第２条関係） 
 
○○外国法事務弁護士事務所（外国法共同事業 △△法律事務所） 
○○外国法事務弁護士事務所（外国法共同事業 △△法律事務所（××所

在）） 
 

別記様式第２号（第２条関係） 
 
○○法律事務所（外国法共同事業 △△外国法事務弁護士事務所（××所

在）） 
 

別記様式第３号（第３条関係） 
 
○○外国法事務弁護士法人（外国法共同事業 △△法律事務所） 
○○外国法事務弁護士法人（外国法共同事業 △△法律事務所（××所在）） 
○○外国法事務弁護士法人□□事務所（外国法共同事業 △△法律事務所） 
○○外国法事務弁護士法人□□事務所（外国法共同事業 △△法律事務所

（××所在）） 
 

別記様式第４号（第３条関係） 
 

○○法律事務所（外国法共同事業 △△外国法事務弁護士法人（××所在）） 
○○法律事務所（外国法共同事業 △△外国法事務弁護士法人□□事務所

（××所在）） 
 

別記様式第５号（第４条関係） 
 

○○外国法事務弁護士事務所（外国法共同事業 △△弁護士法人） 
○○外国法事務弁護士事務所（外国法共同事業 △△弁護士法人（××所

在）） 
○○外国法事務弁護士事務所（外国法共同事業 △△弁護士法人□□事務

所） 
○○外国法事務弁護士事務所（外国法共同事業 △△弁護士法人□□事務

所（××所在）） 
○○外国法事務弁護士事務所（外国法共同事業 □□法律事務所） 
○○外国法事務弁護士事務所（外国法共同事業 □□法律事務所（××所



在）） 
 
別記様式第６号（第４条関係） 

 
○○弁護士法人（外国法共同事業 △△外国法事務弁護士事務所（××所

在）） 
○○弁護士法人□□事務所（外国法共同事業 △△外国法事務弁護士事務

所（××所在）） 
○○法律事務所（外国法共同事業 △△外国法事務弁護士事務所（××所

在）） 
 

別記様式第７号（第５条関係） 
 
○○外国法事務弁護士法人（外国法共同事業 △△弁護士法人） 
○○外国法事務弁護士法人（外国法共同事業 △△弁護士法人（××所在）） 
○○外国法事務弁護士法人（外国法共同事業 △△弁護士法人☆☆事務所） 
○○外国法事務弁護士法人（外国法共同事業 △△弁護士法人☆☆事務所

（××所在）） 
○○外国法事務弁護士法人（外国法共同事業 ☆☆法律事務所） 
○○外国法事務弁護士法人（外国法共同事業 ☆☆法律事務所（××所在）） 
○○外国法事務弁護士法人□□事務所（外国法共同事業 △△弁護士法人） 
○○外国法事務弁護士法人□□事務所（外国法共同事業 △△弁護士法人

（××所在）） 
○○外国法事務弁護士法人□□事務所（外国法共同事業 △△弁護士法人

☆☆事務所） 
○○外国法事務弁護士法人□□事務所（外国法共同事業 △△弁護士法人

☆☆事務所（××所在）） 
○○外国法事務弁護士法人□□事務所（外国法共同事業 ☆☆法律事務所） 
○○外国法事務弁護士法人□□事務所（外国法共同事業 ☆☆法律事務所

（××所在）） 
 

別記様式第８号（第５条関係） 
 
○○弁護士法人（外国法共同事業 △△外国法事務弁護士法人（××所在）） 
○○弁護士法人（外国法共同事業 △△外国法事務弁護士法人☆☆事務所

（××所在）） 



○○弁護士法人□□事務所（外国法共同事業 △△外国法事務弁護士法人

（××所在）） 
○○弁護士法人□□事務所（外国法共同事業 △△外国法事務弁護士法人

☆☆事務所（××所在）） 
○○法律事務所（外国法共同事業 △△外国法事務弁護士法人（××所在）） 
○○法律事務所（外国法共同事業 △△外国法事務弁護士法人☆☆事務所

（××所在）） 
 
別記様式第８号の２（第５条の２関係） 
 

○○外国法事務弁護士事務所（外国法共同事業 △△弁護士・外国法事務

弁護士共同法人） 
○○外国法事務弁護士事務所（外国法共同事業 △△弁護士・外国法事務

弁護士共同法人（××所在）） 
○○外国法事務弁護士事務所（外国法共同事業 △△弁護士・外国法事務

弁護士共同法人□□事務所） 
○○外国法事務弁護士事務所（外国法共同事業 △△弁護士・外国法事務

弁護士共同法人□□事務所（××所在）） 
○○外国法事務弁護士事務所（外国法共同事業 弁護士・外国法事務弁護

士共同法人□□法律事務所） 
○○外国法事務弁護士事務所（外国法共同事業 弁護士・外国法事務弁護

士共同法人□□法律事務所（××所在）） 
 
別記様式第８号の３（第５条の２関係） 
 

○○弁護士・外国法事務弁護士共同法人（外国法共同事業 △△外国法事

務弁護士事務所（××所在）） 
○○弁護士・外国法事務弁護士共同法人□□事務所（外国法共同事業 △

△外国法事務弁護士事務所（××所在）） 
弁護士・外国法事務弁護士共同法人○○法律事務所（外国法共同事業 △

△外国法事務弁護士事務所（××所在）） 
 
別記様式第８号の４（第５条の３関係） 



 
○○外国法事務弁護士法人（外国法共同事業 △△弁護士・外国法事務弁

護士共同法人） 
○○外国法事務弁護士法人（外国法共同事業 △△弁護士・外国法事務弁

護士共同法人（××所在）） 
○○外国法事務弁護士法人（外国法共同事業 △△弁護士・外国法事務弁

護士共同法人☆☆事務所） 
○○外国法事務弁護士法人（外国法共同事業 △△弁護士・外国法事務弁

護士共同法人☆☆事務所（××所在）） 
○○外国法事務弁護士法人（外国法共同事業 弁護士・外国法事務弁護士

共同法人☆☆法律事務所） 
○○外国法事務弁護士法人（外国法共同事業 弁護士・外国法事務弁護士

共同法人☆☆法律事務所（××所在）） 
○○外国法事務弁護士法人□□事務所（外国法共同事業 △△弁護士・外

国法事務弁護士共同法人） 
○○外国法事務弁護士法人□□事務所（外国法共同事業 △△弁護士・外

国法事務弁護士共同法人（××所在）） 
○○外国法事務弁護士法人□□事務所（外国法共同事業 △△弁護士・外

国法事務弁護士共同法人☆☆事務所） 
○○外国法事務弁護士法人□□事務所（外国法共同事業 △△弁護士・外

国法事務弁護士共同法人☆☆事務所（××所在）） 
○○外国法事務弁護士法人□□事務所（外国法共同事業 弁護士・外国法

事務弁護士共同法人☆☆法律事務所） 
○○外国法事務弁護士法人□□事務所（外国法共同事業 弁護士・外国法

事務弁護士共同法人☆☆法律事務所（××所在）） 
 
別記様式第８号の５（第５条の３関係） 
 

○○弁護士・外国法事務弁護士共同法人（外国法共同事業 △△外国法事

務弁護士法人（××所在）） 
○○弁護士・外国法事務弁護士共同法人（外国法共同事業 △△外国法事

務弁護士法人☆☆事務所（××所在）） 
○○弁護士・外国法事務弁護士共同法人□□事務所（外国法共同事業 △



△外国法事務弁護士法人（××所在）） 
○○弁護士・外国法事務弁護士共同法人□□事務所（外国法共同事業 △

△外国法事務弁護士法人☆☆事務所（××所在）） 
弁護士・外国法事務弁護士共同法人○○法律事務所（外国法共同事業 △

△外国法事務弁護士法人（××所在）） 
弁護士・外国法事務弁護士共同法人○○法律事務所（外国法共同事業 △

△外国法事務弁護士法人☆☆事務所（××所在）） 
 

別記様式第９号（第６条関係） 
 
○○法律事務所 △△外国法事務弁護士事務所（外国法共同事業） 
 

別記様式第１０号（第６条、第７条関係） 
 
○○外国法共同事業法律事務所 
 

別記様式第１１号（第７条関係） 
 
○○法律事務所 △△外国法事務弁護士法人（外国法共同事業） 
○○法律事務所 △△外国法事務弁護士法人××事務所（外国法共同事業） 
 

別記様式第１２号（第８条関係） 
 
○○弁護士法人 △△外国法事務弁護士事務所（外国法共同事業） 
○○弁護士法人□□事務所 △△外国法事務弁護士事務所（外国法共同事

業） 
○○法律事務所 △△外国法事務弁護士事務所（外国法共同事業） 

 
別記様式第１３号（第８条、第９条関係） 
 

○○外国法共同事業法律事務所 
 

別記様式第１４号（第９条関係） 
 

○○弁護士法人 △△外国法事務弁護士法人（外国法共同事業） 



○○弁護士法人 △△外国法事務弁護士法人☆☆事務所（外国法共同事業） 
○○弁護士法人□□事務所 △△外国法事務弁護士法人（外国法共同事業） 
○○弁護士法人□□事務所 △△外国法事務弁護士法人☆☆事務所（外国

法共同事業） 
○○法律事務所 △△外国法事務弁護士法人（外国法共同事務所） 
○○法律事務所 △△外国法事務弁護士法人☆☆事務所（外国法共同事業） 

 
別記様式第１５号（第１０条関係） 
 

○○弁護士・外国法事務弁護士共同法人 △△外国法事務弁護士事務所

（外国法共同事業） 
○○弁護士・外国法事務弁護士共同法人□□事務所 △△外国法事務弁護

士事務所（外国法共同事業） 
弁護士・外国法事務弁護士共同法人○○法律事務所 △△外国法事務弁護

士事務所（外国法共同事業） 
 
別記様式第１６号（第１１条関係） 
 

○○弁護士・外国法事務弁護士共同法人 △△外国法事務弁護士法人（外

国法共同事業） 
○○弁護士・外国法事務弁護士共同法人 △△外国法事務弁護士法人☆☆

事務所（外国法共同事業） 
○○弁護士・外国法事務弁護士共同法人□□事務所 △△外国法事務弁護

士法人（外国法共同事業） 
○○弁護士・外国法事務弁護士共同法人□□事務所 △△外国法事務弁護

士法人☆☆事務所（外国法共同事業） 
弁護士・外国法事務弁護士共同法人○○法律事務所 △△外国法事務弁護

士法人（外国法共同事務所） 
弁護士・外国法事務弁護士共同法人○○法律事務所 △△外国法事務弁護

士法人☆☆事務所（外国法共同事業） 
 


